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－フ 田－ヲニ璃アー ト く第1編  首者β機台臣事多転の萎琶蛭田と芋川頁）  

第 2 章  移 転 の プ ロ グ ラ ム  第1章  移転の対象の範囲  

新首都にあるべき機能  

早期移転の必要性  

○首都機能移転による  

災害対応力の強化  

○国政全般の改革を  
促進する契機  

○早期移転のための   
プロ グラム  

新しい政治・行政機能  

○首都機能  
○立法関係機能  

○首都機能を支える  

民間機能  

○情報機能  
0連絡調整機能  移転の対象となる   

首都機能の範戟   

国会の機能  

行政機能  

司法機能  
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本格的な国際政治機能  

○外交関係機能  

○国際交流棟能  

○国際情報拠点の機能  

○日本の文化や進路   

を示す機能  

○国際的な文化・学術  

交流を深める機能  

○未来の文化を生み   

出す機能  
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第 3 章  新 首 都 の ビ ジ  ョ ン  亮 4 章  新首都づ く り の制度・手法  

新 首 都  の  
イ  メ  ー   ジ  

新 首 都 の  
都 市 形 態  ○土地のリースホールド方式   

○土地所有者と公的主体との   
協定などによる緑地管理  
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○象徴的空間として   
の広場   

○開かれた  
団会議事堂   

○親しみと風格のあ   
る中央官庁地区   

○人間中心・環境調   
和型の交通施設   

○にぎわいと楽しさ   

の商業業務地区   

○ゆとりと美しさを   
感じる住宅地   

○一国の首都にふさ   

わしい景観   

○国際色豊かな生活   

○情事酎ヒ時代の  
新都市  

O「国会郡市」   

を中心とした   

小都市群   

0約60万人の   

都市  
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土地投機の防止と  
円滑な土地取得  

○土地投機の影響を書非除する   

先買い制度  
○国有地等の活用  

計 画・事 業 の  
実 施 主 体  

○新首都建設に責任を持つ   
国家機関の設置  

○都市づくりの一元的事業   
主体の設置  

新首都づく り  
の  手  順  

○モニタリング機関の設置   

○内外の優れたアイデアや   

技術の結集  

開かれた手続き  

○第一段階では   
約10年で、   

「国会都市」   
を建設   

人口 約10万人  
面積 約2000ha  

地方行政や住民  
自 治 と の 関 係  ○国と地方公共団体の役割   

分担のあり方  
国際貢献  
・交流の  

新しい  ○未来へ可能性   
を残すゆとり  

財 源 対 策  ○質の高い都市づくりへの   

対応   
○危機管理への   

配慮  
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（参考）  

新 首 都 づ く り の 制 度・手 法 の 概 要   

（1）土地のり闊スホ同ルド方式  

宅地を売却せずに、土地の所有権を公的主体が保有したまま、賃貸借契約を通じて土  
地利用や建物形態などをコントロールする方法。  

新首都では、優れた郡市環境や首都にふさわしい景観の保持、短期間での街の熟成が  
必要であるが、土地所有権を個々の地権者に任ねたまま、建築規制のみで対応する方法  

には限界がある。   

（2）土地所有者と公的主体との協定などによる緑地管理  

緑地等の保全策として、公的主体が買取り又は借地権等を設定する方法や、土地所有  

者と協定を締結する方法など、地権者等の参画を待っつ積極的に緑地等の保全管理を行  

う方式を導入。  

新首都では、広い圏域に小都市が配置される姿となることから、小都市と小都市との  

問にある自然的環境の保全が重要となり、圏域全体を公園都市のように考える発想が必  

要である。   

（3）土地投機の影響を排除する先買い制度  

土地投機防止と用地取得とをリンクさせた制度。新首都の圏域内の土地取引について  

公的事業主体に先買い権を付与し、買取り価格を候補地選定時の地価を基準に算定する  

などの方法により、土地投機の影響を排除する。  
新首都づくりでは、移転先地の選定を公正かつ透明な手続きで行う必要があるため、  

手続きの期間中に土地投機が発生することを防止する必要がある。   

（4）新首都建設に責任を持つ国家機関  

新首都づくりの統括機関。都市づくりの基本的な方針の策定、諸施策の総合調整等の  

権限を持つ。  

都市づくりを迅速に行うためには、国自身が第一義的な責任を持って都市建設に当た  

るとともに、責任主体が一元的に明確であることが必要である。   

（5）都市づくりの岬元的事業主体  

国の設立する事業主体で、都市づくりの企画立案、面的開発事業、関連公共施設の整  

備を一元的に実施する。  
新首都づくりは広域・長期のプロジェクトであるため、一体性・一貫性を持って実施  

に当たることのできる強力な事業主体が必要である。   

（6）モニタリング機関  

新首都づくりのプロセスをモニタリングする独立の機関。上記の国家機関や事業主体  

に対して報告を求めるなどの権限を持つ。  

計画や事業の権限を特定の機関に集中させる方式は、高い効率性や機動性を発揮し得  

る反面、決定等の過程が国民に必ずしも分かりやすくならないおそれもあり、公正さや  

透明性の確保のため新たな措置の導入が望ましい。   

（7）内外の優れたアイデアや技術の結集  

例えば、新首都の道路や広場等の名前を公募するなどの国民の参画するイベントの継  

続的な実施、国際コンペや技術提案型の入札方式の活用など、国内はもとより世界中の  

知恵や技術を広く集め得る開かれた方式を導入する。  
新首都づくりは国民的なプロジェクトであるため、国民一人ひとりが何らかの形で参  

加しているという意識を持てることも大切である。   

kunugi
長方形




